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規 則

高知県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第11号

高知県税規則の一部を改正する規則

高知県税規則（昭和33年高知県規則第 1 号）の一部を次のように改正する。

第34条の 7 第 1 項中「第53条第45項又は第46項」を「第53条第44項又は第45項」に改め、同条第

 3 項中「第53条第47項」を「第53条第46項」に改める。

第43条第 1 号中「第72条の49第 1 項」を「第72条の48の 2 第 1 項」に改め、同条第 2 号中「第72

条の49第 2 項」を「第72条の48の 2 第 2 項」に改め、同条第 3 号中「第72条の49第 3 項」を「第72

条の48の 2 第 3 項」に改め、同条第 4 号中「第72条の49第 5 項」を「第72条の48の 2 第 6 項」に改

め、同条第 5 号中「第72条の49第 7 項又は第11項」を「第72条の48の 2 第 8 項又は第12項」に改め

る。

別記第52号様式中「第53条第47項」を「第53条第46項」に改める。

別記第52号様式の 2 を次のように改める。
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別記第53号様式中「第72条の49第 3 項」を「別記第72条の48の 2 第 3 項」に改める。

別記第54号様式中「第72条の49第 7 項若しくは第11項」を「第72条の48の 2 第 8 項若しくは第12

項」に改める。

別記第55号様式中「第72条の49第 5 項」を「第72条の48の 2 第 6 項」に改める。

別記第65号様式中「第72条の49第 2 項」を「第72条の48の 2 第 2 項」に改める。

別記第68号様式の 2 （裏面）注 5 中「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録通知書の写し及び

登録申請書の副本の写し（登録事項の変更を届け出た場合にあっては、変更届出書の写しを含みま

す。）」を「地方自治法施行令附則第 7 条第19項第 3 号の補助を受けていることを証明する書類

（補助金交付決定通知書の写し等）」に改める。

別記第69号様式を次のように改める。
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別記第75号様式を次のように改める。
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別記第78号様式の 2 中

に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県税規則別記第68号様式の 2 、別記第69号様式、別記75号様式及

び別記78号様式の 2 は、この規則による改正後の高知県税規則の規定にかかわらず、残品の限度

で使用することができる。

「

「

を

」

」

金融機関名

金融機関名

預金種別

支店名

口座番号

預金種別

口座名義（フリガナ）

口座番号 口座名義（フリガナ）

高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第12号

高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例施

行規則の一部を改正する規則

高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例施行規則 

（平成20年高知県規則第32号）の一部を次のように改正する。

第 5 条第 1 号中「第 6 条の 2 第 1 項」を「第 6 条の 2 第 1 項に

規定する障害児通所支援事業を行う施設、同法第 6 条の 3 第 1 

項」に、「知的障害児施設、同法第43条に規定する知的障害児通

園施設、同法第43条の 2 に規定する盲ろうあ児施設、同法第43条

の 3 に規定する肢体不自由児施設、同法第43条の 4 に規定する重

症心身障害児施設、同法第43条の 5 」を「障害児入所施設、同法

第43条の 2 」に改め、同条第 7 号中「に規定する児童デイサービ

ス、同条第 9 項」を削り、「同条第11項」を「同条第10項」に、

「同条第12項」を「同条第11項」に、「同条第14項」を「同条第

13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第16項」

を「同条第15項」に、「同条第17項」を「同条第16項」に、「同

条第13項」を「同条第12項」に、「同条第22項」を「同条第26

項」に、「、同条第23項」を「並びに同条第27項」に改め、「、

同法附則第41条第 1 項の規定に基づきなお従前の例により運営を

することができることとされる身体障害者更生援護施設、同法附

則第48条の規定に基づきなお従前の例により運営をすることがで

きることとされる精神障害者社会復帰施設並びに同法附則第58条

第 1 項の規定に基づきなお従前の例により運営をすることができ

ることとされる知的障害者援護施設」を削る。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第13号

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則の一部を改

正する規則

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則（平成17年高知県

規則第146号）の一部を次のように改正する。

附則第 4 項中「規定する場合」を「規定する場合（附則第 6 項

又は附則第14項（附則第15項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて前項の規定により読み替えられ

た第 3 条から第 6 条までの規定を適用する場合及び附則第 9 項
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（附則第10項から第13項までの規定において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により読み替えて附則第 6 項の規定により

読み替えられた、前項の規定により読み替えられた第 3 条から第

 6 条までの規定を適用する場合を含む。）」に、「減免額（退職

被保険者等」を「減免額（退職被保険者等（法附則第 7 条第 1 項

に規定する退職被保険者等をいう。以下この号において同

じ。）」に改め、附則第 6 項中「及び附則第 4 項の規定により読

み替えられた第 9 条の規定」を削り、「においては、附則第 3 

項」を「においては、同項」に改め、附則第 7 項中「平成23年

度」を「平成24年度」に改め、附則第11項中「及び附則第 4 項の

規定により読み替えられた第 9 条の規定」を削り、「附則第 8 

項」を「附則第 9 項」に改め、同項を附則第12項とし、附則第10

項中「及び附則第 4 項の規定により読み替えられた第 9 条の規

定」を削り、「附則第 8 項」を「附則第 9 項」に改め、同項を附

則第11項とし、附則第 9 項中「及び附則第 4 項の規定により読み

替えられた第 9 条の規定」を削り、同項を附則第10項とし、附則

第 8 項中「及び附則第 4 項の規定により読み替えられた第 9 条の

規定」を削り、「「いう。」を「「をいう。」に改め、同項を附

則第 9 項とし、附則第 7 項の次に次の 1 項を加える。

 8 　平成25年度及び平成26年度において、退職被保険者等所属市

町村を除く市町村について、第 3 条から第 6 条までの規定を適

用する場合においては、第 3 条第 1 項第12号中「前期高齢者納

付金」とあるのは、「前期高齢者納付金及び老人保健医療費拠

出金（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83

号）附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第 7 条の規定による改正前の老人保健法（昭和57年法律

第80号）の規定による医療費拠出金をいう。）」とする。

附則に次の 3 項を加える。

13　平成24年度において、退職被保険者等所属市町村について、

附則第 6 項の規定により読み替えられた、附則第 3 項の規定に

より読み替えられた第 3 条から第 6 条までの規定を適用する場

合においては、附則第 9 項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「附則第 9 条第 1 項」とあるのは、「附則第 9 条第

 5 項において準用する同条第 4 項において読み替えて準用する

同条第 1 項」と読み替えるものとする。

14　平成25年度において、退職被保険者等所属市町村について、

附則第 3 項の規定により読み替えられた第 3 条から第 6 条まで

の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替え

られた第 3 条第 1 項中「法附則第 7 条第 1 項第 2 号」とあるの

は「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成20年政令

第116号）附則第 9 条第 6 項の規定により読み替えられた法附

則第 7 条第 1 項第 2 号」と、「をいう。）」とあるのは「をい

う。）及び負担調整前老人保健医療費拠出金相当額（同号に規

定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額をいう。）の合

算額」と、同項第12号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前

期高齢者納付金及び老人保健医療費拠出金（健康保険法等の一

部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第38条の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第 7 条の規定によ

る改正前の老人保健法（昭和57年法律第80号）の規定による医

療費拠出金をいう。）」とする。

15　平成26年度において、退職被保険者等所属市町村について、

附則第 3 項の規定により読み替えられた第 3 条から第 6 条まで

の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。こ

の場合において、同項中「附則第 9 条第 6 項」とあるのは、

「附則第 9 条第 7 項において準用する同条第 6 項」と読み替え

るものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第14号

高知県社会福祉審議会規則の一部を改正する規則

高知県社会福祉審議会規則（平成12年高知県規則第95号）の一

部を次のように改正する。

第 4 条第 1 項中「以下」を「以下この条において」に改める。

第 7 条第 4 項中「第 5 条第19項」を「第 5 条第23項」に改め

る。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第15号

高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則（平成 9 年高知

県規則第36号）の一部を次のように改正する。

別表第 1 の 1 の表 2 の項( 2 )中「第 5 条第13項」を「第 5 条第

12項」に、「同条第23項」を「同条第27項」に改める。

別記第 2 号様式（その 1 ）（建築物用）の整備項目表（個表）

の 6 中「車いす使用者用特殊構造昇降機」を「車椅子使用者用特

殊構造昇降機」に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行

規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第16号

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条

例施行規則等の一部を改正する規則

（高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正）

第 1 条　高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条

例施行規則（平成 7 年高知県規則第27号）の一部を次のように

改正する。

第 7 条第 2 項中「別記第 3 号様式の 2 」を「別記第 5 号様

式」に改め、同条に次の 1 項を加える。

 3 　前 2 項の規定にかかわらず、第 1 項の依頼書若しくは研究

依頼書又は前項の変更依頼書を提出する時点では、手数料の

額の確定が困難である場合は、手数料を添えることを要しな

いものとする。この場合においては、高知県収入証紙条例施

行規則（昭和39年高知県規則第28号）第 3 条の 2 第 1 号の規

定により、当該手数料の額が確定した後、直ちに同規則第 3 

条第 2 項に規定する証紙貼り付け書に証紙を貼り付けて所長

に提出し、又は納入通知書で指定する納期限までに手数料を

納付しなければならない。

第 8 条中「別記第 5 号様式」を「別記第 6 号様式」に改め

る。

第10条第 1 項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれ

かに該当するとき」に改め、同条第 2 項中「別記第 6 号様式に

よる使用料（手数料）減額（免除）申請書」を「別記第 7 号様

式による高知県立紙産業技術センター使用料（手数料）減額

（免除）承認申請書」に、「による申請」を「による申請又は

第 7 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による依頼」に改め、同条

第 3 項中「別記第 7 号様式による使用料（手数料）減額（免

除）承認通知書」を「別記第 8 号様式による高知県立紙産業技

術センター使用料（手数料）減額（免除）承認通知書」に改め

る。

第11条第 1 項中「別記第 8 号様式による使用料（手数料）還

付請求書」を「別記第 9 号様式による高知県立紙産業技術セン

ター使用料（手数料）還付請求書」に改め、同条第 2 項中「別

記第 9 号様式による使用料（手数料）還付決定通知書」を「別

記第10号様式による高知県立紙産業技術センター使用料（手数

料）還付決定通知書」に改める。

別表第 1 試験機器の項中
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「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

を

「

を削り、

に改め、同表抄紙加工機の項中

に改め、同表物理化学試験の項中

を削り、「2,180」を「2,820」に、

を

に改め、同表加工試験の項中「テストコーター＆ラミネーター

機」を「テストコーター＆ラミネーター」に改める。

別記様式を次のように改める。

を削り、同表分析機器の項中

に改める。

別表第 2 定量分析の項中

を

を

繊維長分布測定装置

自動テストプレス

樹脂抽出試験

往復摩耗試験

往復摩耗試験

赤外線サーモグラフィに

よる熱画像測定試験

分析走査型電子顕微鏡

特殊機器によるもの

簡易なもの

複雑なもの

イオンクロマトグラフ

によるもの

分析走査型電子顕微鏡

によるもの

特殊機器によるもの

簡易なもの

複雑なもの

イオンクロマトグラフ

によるもの

分析走査型電子顕微鏡

によるもの

高速溶媒抽出装置によ

るもの

極微弱発光検出分光シ

ステムによるもの

分析走査型電子顕微鏡

極微弱発光検出分光シス

テム

テンシロン万能試験機

自動拭き取り装置

繊維分析計

テンシロン万能試験機

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

 1 試料につき

 1 件につき

 1 件につき

 1 件につき

 1 台 1 時間につき

 1 件（指定成分 1 成分）に

つき　　　　　　　12,700

 1 件（指定成分 1 成分）に

つき　　　　　　　27,940

 1 件につき　　　　 9,920 

 1 件につき　　　　10,120

 1 件（指定成分 1 成分）に

つき　　　　　　　12,700

 1 件（指定成分 1 成分）に

つき　　　　　　　27,940

 1 件につき　　　　 9,920

 1 件につき　　　　10,120

 1 試料につき　　　 5,700

 1 件につき　　　　 6,540

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

 1 台 1 時間につき

1,230

1,620

5,140

3,620

3,620

1,420

2,800

2,800

1,000

1,230

470

780

1,230

」

」

」

」

」

」

」

」

」

」

」
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（森林総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一

部改正）

第 2 条　森林総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

（平成11年高知県規則第33号）の一部を次のように改正する。

第 3 条第 1 項中「以下「機械器具」という」を「同項に規定

する機械器具をいう。以下同じ」に改める。

第 5 条第 1 項中「以下「許可施設」という」を「同項に規定

する許可施設をいう。以下同じ」に改め、「別に」を削る。

第 6 条第 1 項中「次条及び」を「次条第 1 項及び第 2 項並び

に」に改め、「別に」を削る。

第 7 条第 2 項中「別に」を削り、同条第 3 項中「知事に」を

「知事に対して」に改める。

第 8 条第 1 項中「別に」を削る。

第 9 条中「（第13条において「依頼書」という。）」を削

る。

第10条中「知事は、」を「知事は、条例第 9 条の規定によ

り」に、「当該依頼者」を「当該依頼をした者」に改める。

第11条第 2 項中「試料」を「前項ただし書の規定に基づき試

料」に、「当該依頼者」を「当該依頼をした者」に改める。

第12条中「に規定する規則で」を「の規則で」に改める。

第13条中「第15条及び第16条において」を「以下」に、「依

頼書」を「第 9 条の依頼書」に改め、同条に次のただし書を加

える。

ただし、高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規

則第28号）第 3 条の 2 第 2 号の規定により納入通知書により

当該機械器具の使用料又は手数料を納付する場合は、当該納

入通知書で指定する納期限までに納付しなければならない。

第15条第 1 項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれ

かに該当するとき」に改め、同項第 1 号中「使用するとき」を

「使用し、」に改め、同項第 2 号中「若しくは」を「又は」に

改め、同条第 2 項中「この条及び次条において」を削り、「次

に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に

改め、同条第 3 項中「次に掲げるとおり」を「次の各号のいず

れかに該当するとき」に改め、同項第 1 号及び第 2 号中「に伴

い」を「に伴い、許可施設を」に改め、同条第 4 項中「使用料

等減額（免除）承認申請書」を「使用料（手数料）減額（免

除）承認申請書」に改め、同条第 5 項中「使用料等減額（免

除）承認通知書」を「使用料（手数料）減額（免除）承認通知

書」に改める。

第16条第 1 項中「を含む。）に規定する」を「を含む。）

の」に、「次に掲げるとおり」を「次の各号のいずれかに該当

するとき」に改め、同項第 1 号中「条例第 6 条第 1 項又は第 3 

項の規定により利用の許可」を「機械器具の利用の許可又は許

可施設の利用の許可」に、「機械器具」を「当該機械器具」に

改め、同条第 2 項中「使用料等還付請求書」を「使用料（手数

料）還付請求書」に改め、同条第 3 項中「使用料等還付決定通

知書」を「使用料（手数料）還付決定通知書」に改める。

第17条中「必要により」を「必要があって」に、「に係る施

設」を「に係る森林総合センターの施設（以下「施設」とい

う。）」に改める。

第18条中「許可施設の利用の許可」を「許可施設の利用の許

可を取り消され、」に、「施設及び設備等を原状に回復し」を

「設備等を所定の位置に戻し」に改める。

第19条第 4 号中「又は損壊しないこと」を「若しくは損壊

し、又は汚損し、若しくは損壊するおそれのある行為をしない

こと」に改める。

第22条第 2 項第 1 号中「条例第17条第 2 項各号」を「同条第

 2 項各号」に改め、同項第 2 号中「、寄附行為」を削り、同項

第 3 号中「法人以外の団体にあっては」を「法人以外の団体に

あっては当該団体の」に改める。

第23条中「知事が」を「知事が別に」に改め、「、別に」を

削る。

別記様式を次のように改める。
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（高知県収入証紙条例施行規則の一部改正）

第 3 条　高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28

号）の一部を次のように改正する。

第 3 条第 1 項中「第 2 条」を「第 2 条本文」に、「を併せて

提出する場合には」を「とを併せて提出する場合にあっては」

に、「はり付けて」を「貼り付けて」に改め、同条第 2 項中

「証紙はり付け書」を「証紙貼り付け書」に、「はり付けて」

を「貼り付けて」に改め、同条第 3 項中「証紙はり付け書」を

「証紙貼り付け書」に、「明りょうに」を「明瞭に」に改め、

同条第 4 項中「証紙はり付け書」を「証紙貼り付け書」に改

め、同条第 5 項中「はり付け」を「貼り付け」に改める。

第 3 条の次に次の 1 条を加える。

（証紙又は納入通知書による徴収）

第 3 条の 2 　条例第 2 条ただし書の規則で定める使用料及び手

数料は、次に掲げる使用料及び手数料とする。

( 1 )　高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する

条例（平成 7 年高知県条例第 6 号）第 6 条の規定により徴

収する手数料のうち、分析、試験等の依頼時においては、

徴収額の確定が困難であるもの

( 2 )　森林総合センターの設置及び管理に関する条例（平成

11年高知県条例第 6 号）第 8 条又は第 9 条の規定により徴

収する使用料又は手数料のうち、 1 件の機械器具の利用の

許可の申請又は分析、試験等の依頼に係る徴収額が10万円

を超えるもの

第10条第 1 項中「汚染し」を「汚損し」に改める。

別記第 1 号様式中「・横3.60センチメートル」を「、横3.60

センチメートル」に改める。

別記第 2 号様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
 5
 号

平
成

2
4
年
 3
 月

2
3
日
（
金
曜
日
）
　

2
4
2
4

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則の施行後において第 1 条の規定による改正前の高知

県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則

（次項において「旧規則」という。）の規定により納付すべき

使用料及び手数料については、なお従前の例による。

 3 　旧規則別記様式は、第 1 条の規定による改正後の高知県立紙

産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定

にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

 4 　第 2 条の規定による改正前の森林総合センターの設置及び管

理に関する条例施行規則別記様式は、同条の規定による改正後

の森林総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規

定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

 5 　第 3 条の規定による改正前の高知県収入証紙条例施行規則別

記第 2 号様式は、同条の規定による改正後の高知県収入証紙条

例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することが

できる。

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第17号

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則

（昭和45年高知県規則第50号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の見出しを「（短期課程の訓練科等）」に改め、同条中

「に規定する」を「の規則で定める」に改める。

第 5 条中「に定める」を「に規定する」に、「合格した者」を

「合格したもの」に改め、同条の表中「による中学校」を「第45

条の中学校（第 9 条第 1 項第 3 号において「中学校」とい

う。）」に、「による高等学校」を「第50条の高等学校（以下

「高等学校」という。）」に、「第56条第 1 項」を「第90条第 1 

項」に、「第69条」を「第150条」に改める。

第 6 条中「必要と」を「必要があると」に改める。

第 8 条中「前条第 1 項」を「前条」に改める。

第 9 条第 1 項中「入校」を「前条の規定により入校」に改め

る。

第10条中「休校又は退校する」を「休校し、又は退校する」に

改める。

第13条中「交付する」を「交付するものとする」に改める。

第14条第 1 項中「寄宿舎」を「、寄宿舎」に改める。

第15条中「第 2 条の」を「第 2 条に規定する」に改める。

第16条中「第 3 条の」を「第 3 条に規定する」に改める。

第17条第 1 項中「第 4 条の」を「第 4 条に規定する」に改め、

同条第 4 項中「第 5 条の」を「第 5 条に規定する」に改める。

第18条第 1 項中「次に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当

する」に改め、同項第 3 号中「すべて」を「全て」に改め、同項

に次の 1 号を加える

( 5 )　職業能力開発促進法（昭和49年法律第64号）第15条の 6 

第 3 項の規定に基づき、知事が職業能力の開発及び向上につ

いて適切であると認められる学校以外の施設により行われる

教育訓練を学校が行う職業訓練とみなして、訓練生に当該教

育訓練を受けさせるとき。

第18条第 2 項中「事項は、」を「事項は、知事が」に改める。

第19条の見出しを「（委任）」に改める。

付則第 2 項を削り、付則に次の見出し及び 2 項を加える。

（普通課程の介護福祉士養成科に係る入校資格等）

 2 　第 5 条から第 8 条までの規定にかかわらず、条例付則第 5 項

の規定により学校において行う普通課程の介護福祉士養成科

（次項において「介護福祉士養成科」という。）に入校するこ

とができる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の

学力がある者と知事が認めた者であって、知事から委託を受け

た者が実施する入校試験の結果、求職の状況等を勘案して知事

が入校を許可したものとする。

 3 　前項の規定により介護福祉士養成科への入校を許可した場合

における第 9 条第 1 項の規定の適用については、同項中「前

条」とあるのは「付則第 2 項」と、同項第 3 号中「中学校若し

くは高等学校の卒業証明書又はこれらに」とあるのは「高等学

校の卒業証明書又はこれに」とする。

別記第 1 号様式中「写真はり付け箇所」を「写真貼り付け箇

所」に、「かい書で」を「楷書で」に、「はり付けてください」

を「貼り付けてください」に、「高知県収入証紙はり付け箇所」

を「高知県収入証紙貼り付け箇所」に改める。

別記第 2 号様式から別記第 4 号様式までを次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県立高等技術学校の設置及び管

理に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の

高知県立高等技術学校の設置及び管理に関する条例施行規則の

規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

告 示

高知県告示第206号

高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条例

（昭和45年高知県条例第 1 号）第18条第 1 項の規定により指定管

理者の指定をしたので、同条例第22条第 1 号の規定により次のと

おり告示する。

平成24年 3 月23日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　施設の名称

高知県立交通安全こどもセンター

 2 　指定管理者となる団体の主たる事務所の所在地及び名称

高知市中秦泉寺365番地 2 

特定非営利活動法人たびびと

 3 　指定期間

平成24年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで

教 育 委 員 会 規 則

高知県認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 3 月23日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 1 号

高知県認定こども園条例施行規則の一部を改正する規則

高知県認定こども園条例施行規則（平成18年高知県教育委員会

規則第16号）の一部を次のように改正する。

第 3 条第 1 項中「第 3 条第 1 項又は第 2 項」を「第 3 条第 1 項

又は第 3 項」に改め、同条第 2 項第 9 号中「教育委員会」を「高

知県教育委員会（別表を除き、以下「教育委員会」という。）」

に改める。

第11条第 5 項中「すべて」を「全て」に改め、同項第 3 号中

「遂行できる」を「遂行することができる」に改める。

第13条第 1 号中「要
かなめ

」を「要」に改める。

第15条中「教育長」を「高知県教育長」に改める。

別表の 1 の( 1 )中「すべての」を「全ての」に改め、同表の 1 
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の( 2 )ウ中「かかわり」を「関わり」に改め、同表の 1 の( 3 )及

び 3 の( 2 )イ中「ねらい」を「狙い」に改め、同表の 3 の( 2 )ウ

中「かかわる」を「関わる」に改め、同表の 4 の( 3 )中「かかわ

り」を「関わり」に改め、同表の 4 の( 4 )中「よりよい」を「よ

り良い」に改め、同表の 5 の(10)及び 6 の( 3 )中「すべての」を

「全ての」に改める。

別記第 4 号様式注中「平面図等」を「平面図等（当該施設が認

定こども園である旨の表示をする場所を明示してください。）」

に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県立図書館協議会会議規則をここに公布する。

平成24年 3 月23日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 2 号

高知県立図書館協議会会議規則

高知県立図書館協議会会議規則（昭和29年高知県教育委員会規

則第 5 号）の全部を改正する。

（趣旨）

第 1 条　この規則は、高知県立図書館協議会条例（昭和25年高知

県条例第69号）第 5 条の規定に基づき、高知県立図書館協議会

の会議（以下「会議」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（招集等）

第 2 条　会議は、開催の日時、場所及び議題を定めて館長が招集

する。

 2 　会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び

議決をすることができない。

 3 　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。

 4 　会議には、館長又は関係職員が出席しなければならない。

　（議長）

第 3 条　会議に議長を置き、委員の互選によって定める。

 2 　議長の任期は、 1 年とする。ただし、再任を妨げない。

 3 　議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ

議長の指名した委員が、その職務を代理する。

（雑則）

第 4 条　この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項

は、会議において定める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 3 月23日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 8 号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3 号）の一部を次のように改正する。

第 9 条第 4 項第 8 号中「第13条第 2 項第17号に係る」を「第13

条第 2 項の表17の項の規定により支給する」に改め、同項第10号

中「第13条第 2 項第19号に係る」を「第13条第 2 項の表19の項の

規定により支給する」に改める。

付則第 8 項の見出しを削り、同項を付則第15項とし、付則第 7 

項の次に次の見出し及び 7 項を加える。

（東日本大震災に対処するための特殊勤務手当の特例）

 8 　警察職員の条例附則第14項の人事委員会規則で定める区域

は、次に掲げる区域とする。

( 1 )　原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第

20条第 3 項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共

団体の長に対する指示（次号において「本部長指示」とい

う。）により、同法第28条第 2 項の規定により読み替えて適

用される災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第63条第

 1 項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域

( 2 )　本部長指示により、居住者等が避難のための立退き又は

計画的な立退きを行うこととされた区域（前号に掲げる区域

を除く。）

 9 　警察職員の条例附則第14項の人事委員会規則で定める額は、

作業に従事した日 1 日当たり、次の各号に掲げる作業の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

( 1 )　前項第 1 号に掲げる区域において行う作業のうち屋外に

おいて行うもの　 1 万円（東京電力株式会社福島第一原子力

発電所を中心とする半径 3 キロメートルの円内の区域におい

て行うものにあっては、 2 万円）

( 2 )　前項第 1 号に掲げる区域において行う作業のうち屋内に

おいて行うもの　2,000円

( 3 )　前項第 2 号に掲げる区域において行う作業のうち屋外に

おいて行うもの　5,000円

( 4 )　前項第 2 号に掲げる区域において行う作業のうち屋内に

おいて行うもの　1,000円

10　警察職員の条例附則第14項の規定により支給する特殊勤務手

当（以下「手当」という。）については、第 7 条第 3 項の規定

は、適用しない。

11　同一の日において、付則第 9 項各号に掲げる作業のうち 2 以

上の作業に従事したときは、当該 2 以上の作業のうち手当の額

が最も高いものに係る手当以外の手当は、前項の規定にかかわ

らず、支給しない。

12　付則第 9 項第 1 号又は第 3 号に掲げる作業に従事した時間が

 1 日につき 4 時間に満たない場合におけるその日の当該作業に

係る手当の額は、前 3 項の規定により受けるべき額に100分の

60を乗じて得た額とする。

13　前項の作業に従事した時間には、付則第11項の規定により支

給されないこととなる手当に係る作業に従事した時間を含むも

のとする。

14　警察職員の条例附則第14項に規定する作業に従事したときに

おける第 9 条第 4 項の規定の適用については、同項中「次に掲

げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び警察職員の条例

附則第14項の規定により支給する特殊勤務手当」とする。

別表第 2 の 4 の表中「（昭和36年法律第223号）」を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給

等に関する規則付則第 8 項から第14項までの規定は、平成23年12

月 7 日から適用する。
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